
                 

公益財団法人 味の素奨学会 

Ajinomoto Scholarship Foundation 

                 

2025 年度在日留学生向け奨学金（Ajinomoto Scholarship  
for Students from Overseas） 募集要項 

 

１． 目 的 

アジア、アフリカ、南米地域を中心とした国の国籍を有し、「食・栄養・保健」分野の留学生に対し

奨学金を支給し、学業を助け、将来社会に貢献する有為な人材を育成することを目的とする。 

 

２． 応募資格 

下記に該当する者で、所定の様式による願書を、在籍する大学を通じて本奨学会に提出できる者

とする。なお、国立大学授業料相当額の他の奨学金との併給を認める。 

① アジア、アフリカ、南米地域を中心とした国の国籍を有し、「食・栄養・保健」分野の学業 

並びに研究のために来日している留学生。 

② 日本の大学院の修士・博士課程に在籍している者。 

③ 学業人物ともに優秀で、旺盛な勉学意欲を有し、かつ経済的援助を必要とする者。 

④ 2025 年 4 月 1 日現在で、年齢が 30 歳未満の者。 

⑤ 研究科の長または指導教官（教授または准教授）の推薦を受けられる者。 

 

３． 2025 年度新規採用予定人数 

10 名程度 

 

４．奨学金月額および支給期間・方法 

  ①支給額 月額 150，000 円 

  ②支給期間 原則として最大で 2 年間 

  ③支給方法 新規採用者には、さかのぼって４、５、６、７、月分の合計４ヶ月分をまとめて７月中

に送金する。８月以降は原則として毎月、本人の銀行口座に振込む。 

ただし、特別の事情があるときは、2 ヶ月以上を合わせて交付することができる。 

 

５．応募の手続き 

奨学金に応募する者（以下「応募者」という。）は、所定の様式による願書を、在籍する大学を通じ

て、本奨学会理事長（以下「理事長」という。）に提出する。 

 

６．応募書類 

1) 在日留学生向け奨学金（Ajinomoto Scholarship for Students from Overseas） 願書 

（所定の用紙による。写真を所定の場所に貼付の事。） 

2) ①「現在までの研究状況および今後の研究計画」（所定の用紙） 

② 在籍する研究科の長、または指導教官（教授または准教授）の推薦状（様式不問） 

3) 直近の学業成績証明書 

 （現課程のものが入手不可能な場合は前課程のもの。新たに入学予定の場合は、合格通知書
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または入学許可書で可。） 

4) 在学証明書

5) パスポートのコピー（本人写真欄）

７．締め切り 

2025 年 5 月 20 日(火)必着 

提出書類は一切返却しない。 

８．選考および結果の通知 

弊奨学会の選考委員会による書類審査の一次選考と面接による最終選考を行い、奨学生 

（受給者）を決定し、６月下旬を目途に、大学の長・研究科の長または指導教官（教授または 

准教授）及び本人に通知する。 

尚、採用決定後、所定様式の「誓約書」を理事長宛に提出しなければならない。 

９．注意事項（奨学金の停止、または取り消し） 

１）受給者が次のいずれか一つに該当した場合には、受給決定が取り消される。

① 推薦書類の記載事項に虚偽が発見された場合

② この要項に定める事項に該当しなくなった場合

③ 病気その他の理由により学業または課程を継続する見込みのない場合

２）受給期間中に、在籍大学において懲戒処分を受けたり、学業成績が不良であったり、受給

決定の際に通知する事項を遵守しない場合等は、途中で奨学金の支給を打切ることがある。

ただし、奨学金の給付を休止または停止された者が、その事由が止んで、在籍大学学長

あるいは研究科の長を経て願い出たときは、奨学金の支給を再開することがある。

１０．その他 

受給者は、受給期間中の学習研究状況を、毎年、在籍大学を通じて、報告しなければならない。 

以上 

（問合せ先）  公益財団法人 味の素奨学会 

〒104-0031 

東京都中央区京橋 2-17-11 三栄ﾋﾞﾙ別館 

常務理事・事務局長 松岡 弘一 

TEL:(03)3567-5640 

FAX:(03)3567-5641 

ホームページ（https://ajischolarship.com）からも願書ダウンロードが可能です
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